
３．公的年金等控除の改正                                

①公的年金等控除額が一律１０万円引き下げられます。 
②公的年金等の収入金額が１，０００万円を超える場合の控除額に１９５万５千円の上限が設けられます。 
③公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が１，０００万円を超え２，０００万円以下である場

合には一律１０万円を、２，０００万円を超える場合には一律２０万円をそれぞれ上記①②の見直し後の公的

年金等控除額から引き下げられます。 
 

年齢 
区分 

１月１日 

現在 

公的年金等の収入金額 
（A） 

公的年金等控除額 

改正前 
改正後 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 

区分なし １，０００万円以下 
１，０００万円超 

２，０００万円以下 
２，０００万円超 

６５歳 

未満 

１３０万円以下 ７０万円 ６０万円 ５０万円 ４０万円 

１３０万円超４１０万円以下 (A)×２５％＋３７万５千円 (A)×２５％＋２７万５千円 (A)×２５％＋１７万５千円 (A)×２５％＋７万５千円 

４１０万円超７７０万円以下 (A)×１５％＋７８万５千円 (A)×１５％＋６８万５千円 (A)×１５％＋５８万５千円 (A)×１５％＋４８万５千円 

７７０万円超１，０００万円以下 
(A)×５％＋１５５万５千円 

(A)×５％＋１４５万５千円 (A)×５％＋１３５万５千円 (A)×５％＋１２５万５千円 

１，０００万円超 １９５万５千円 １８５万５千円 １７５万５千円 

６５歳 

以上 

３３０万円以下 １２０万円 １１０万円 １００万円 ９０万円 

３３０万円超４１０万円以下 (A)×２５％＋３７万５千円 (A)×２５％＋２７万５千円 (A)×２５％＋１７万５千円 (A)×２５％＋７万５千円 

４１０万円超７７０万円以下 (A)×１５％＋７８万５千円 (A)×１５％＋６８万５千円 (A)×１５％＋５８万５千円 (A)×１５％＋４８万５千円 

７７０万円超１，０００万円以下 
(A)×５％＋１５５万５千円 

(A)×５％＋１４５万５千円 (A)×５％＋１３５万５千円 (A)×５％＋１２５万５千円 

１，０００万円超 １９５万５千円 １８５万５千円 １７５万５千円 

 


